顧問契約書

株式会社〇〇〇〇（以下「甲」という。）と、●●●●（以下「乙」という。）とは、次のとおり顧問契約を締結する（以下「本契約」という。）。

第１条（顧問業務の範囲）
甲は乙に対し、本契約の締結日をもって、乙が、が、甲の取締役を辞任することを条件として、甲の顧問に就任し、次の事項（以下「顧問業務」という。）を行うことを委任し、乙はこれを承諾する。
(１) 甲が株式を乙から譲受け、経営権を取得したことに伴い、事業を円滑に引継ぐための適切な助言及び指導
(２) 事業の維持と拡大に関する甲への適切な助言

２ 乙は、乙に健康上の重大な問題など職務を継続できない客観的合理的な事由が生じた場合は、甲に対し、当該事由の内容を合理的に説明した上で顧問業務の条件の変更についての協議を申し入れることができる。当該申入れがあった場合、甲及び乙は、顧問業務の条件の変更について協議するものとする。

第２条（顧問料）
甲は、乙に対し、前条の顧問業務に係る各月分の顧問料として月額△△△△円（消費税別・交通費込み・社会保険適用無し）、✕✕✕✕年✕月✕日以降、当月■■日（但し同日が金融機関の休日である場合はその直前の営業日）に乙の指定する下記銀行口座に振込送金する方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。
記

○○銀行
○○支店
口座名義人 ○○

第３条（費用）
顧問業務を処理するのに必要な通常経費は乙の負担とする。但し、特別な費用の支出を要する場合は、事前の甲乙の協議に基づいて別途合意することにより甲の負担とすることができる。

第４条（秘密保持義務）
乙は、次の各号に規定する情報を除き、本契約期間中及び本契約終了後も、甲の事前の書面による承諾なしに、顧問業務遂行上知り得た甲及び甲親会社の秘密情報につき第三者に開示してはならず、本契約の目的達成のため以外の目的に使用してはならない。但し、法令その他これに準ずる定めに基づき乙に開示を要求された場合を除く（なお、当該要求を受けた乙は、速やかに甲に当該事実を通知した上で、対応について協議するものとする。）。
(１) 開示を受けた時点で、乙が既に保有していた情報 (２) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(３) 開示を受けた後、乙の責に帰さない事由により公知となった情報 (４) 乙が甲の秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(５) 乙が正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく開示を受けた情報

第５条（有効期間）
本契約の有効期間は本契約締結の日から✕✕✕✕年✕月✕✕日までとする。但し、甲乙協議のうえ、合意した場合は、本契約を更新することができる。

第６条（本契約上の権利義務の譲渡）
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。

第７条（契約の解除）
１ 乙は、以下のいずれかの事由が生じた場合、甲への通知により本契約を解除できる。
(1) 甲親会社が甲の議決権の総数の過半数を有しなくなった場合。
(2) 甲が本契約に違反し合理的な期間を定めた催告を受けても違反が是正されない場合。
２ 甲は、以下のいずれかの事由が生じた場合、乙への通知により本契約を解除できる。
(1) 乙が本契約に違反し合理的な期間を定めた催告を受けても違反が是正されない場合。
(2) 乙が、①その構成員（その構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体又はそのような団体の構成員及びこれらに準ずると合理的に判断される者（以下「反社会的勢力」という。）であること、②反社会的勢力との間に直接・間接を問わず、資本・資金上の関係を有していること若しくは維持、運営に協力若しくは関与していることが判明した場合

第８条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

上記のとおり、本契約が成立したので、本書２通を作成し、甲乙各自１通を所持する。
✕✕✕✕年✕✕月✕✕日

甲：



乙：




